
IFAC理事会
ニューヨーク会議報告

国際トレンディ

2017年 6 月15日から16日にかけて、
国際会計士連盟（IFAC：International 
Federation of Accountants）理事会
がIFAC本部（ニューヨーク）において開
催された。当理事会には、IFAC会長を含
む23名のボード・メンバー 1 及びテクニカ
ル・アドバイザー等が参加し、日本からは
海野　正専務理事（テクニカル・アドバイ
ザー）及び筆者が出席した。以下、理事
会の概要等を報告する。
1．IFAC会長からの報告

前回理事会以降の会長自身の活動及
びボード・メンバーのIFAC代表としての
活動の紹介があった。具体的には、会長
の国際統合報告評議会（IIRC）への参
加、ウガンダで開催されたアフリカ会計士
会議への参加、ドイツの職業会計士団体
への訪問、日本で開催されたシンポジウ
ムへの参加などの紹介と、アイルランド代
表のポーランドで開催された会計士会議
への参加、インドネシア代表のサウジアラ
ビアで開催された会計士会議への参加、
フランス代表のセネガル首相との対談と
セネガル会計士協会への訪問、ナイジェ
リア代表のアフリカ会計士会議への参加
などの紹介があった。

最近は、会長の方針として、ボード・メ
ンバーを積極的にIFAC代表として所属

する地域に関わる会議などに参加させて
いて、今回の報告では、実際にその結果
が出ていることが認知された。また、会長
が、日本で行われたシンポジウム（本誌
2017年 7 月号に報告記を掲載）では
IT技術の進歩と会計士業務への影響
について議論され、興味深かったことに
言及した。

2．基準設定審議会のガバナンス
　2015年、モニタリング・グループ（MG）2

からIFACに対して、職業会計士が利用
する基準、特に、監査・保証基準及び倫
理基準における、基準設定モデル3は、会
計士の影響が強く、独立性に欠けている
のではないかという問題提起がなされ、
どのようなガバナンス構造を取るべきか
についてIFAC、MG及びそのワーキング
グループ（MG WG）との間で議論が続
けられてきた。MG WGはガバナンス改
革案を作成し、MGに提言することを目的
としているが、MG WGはこれまでの議
論を受けて、ガバナンス改革案のたたき
台をMGに提出し、MGはたたき台と今ま
で直接対話してきた関係者との議論を参
考にしながら、改革案を固めつつある。
2017年 5 月に、IFAC会長、副会長、
専務理事がMG議長と会い、当該改革
案についての説明を受けたが、その内容

につき、ボード・メンバーに共有された。
　今までMG WGが検討していたたたき
台の主要論点は、①基準設定プロセス
の監視組織をどうするか、②基準設定審
議会の議長及びメンバーを推薦する指
名委員会の議長及びメンバー構成をどう
するか、③基準設定審議会の規模及び
構成をどうするかという 3 点であった。こ
のほか、今後の基準設定プロセスに重要
な影響があるものとして、基準設定審議
会の活動資金源をどうするか、基準設定
審議会をIFACから分離独立させるべき
かという論 点もある。今 般、MGは、
IFAC執行部とMG WGで議論してい
た方向性とは異なる案を示したり、違う論
点を新たに持ち出したりしたため、IFAC
執行部は、MG及びMG WGと長い時
間をかけて議論してきただけに、失望した
旨のコメントをその場で伝え、後日、その
旨のレターも送付したとのことである。
　MGは、当改革案をコンサルテーション・
ペーパーにして2017年 7 月中に発行
し、2017年中には最終確定しようと計画
している模様で、IFAC執行部はコンサ
ルテーション・ペーパーが発行される前
に、意見を述べる機会を得る見込みとの
ことである。
　 今 後の対 応について、IFACでは、
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IFACの方針や考えをまとめたポジション・
ペーパーを作成し（133頁参照）、各加
盟団体に送付して、MGに関わる組織の
関係者などに、このペーパーを使ってこ
の件で働きかけをするよう依頼すること
が計画されている。
　基準設定審議会のガバナンスの見直
しについては、過去にも基準設定審議会
をIFACから分離させるという議論があ
り、その際には基準設定審議会を運営す
るための資金確保が難しいということで
議論が立ち消えたものの、今回は、MGが
ガバナンス改革に対して強い意志をもっ
て臨んでいると考えられる。
3 ．2018年度の予算及び会費の
予備案並びに会費計算式の見
直し

　IFACの2018年度予算及び年会費
の予備案の説明があった。予算について
は、収入は前年比 2 ％増の33.1百万米
ドル、基準設定活動費は 9 ％増の19.4
百万米ドルなどの予備的提案が示され
た。会費については、各加盟団体の会費
金額の予備案が示され、会費金額の 1
位は米国公認会計士協会の3.0百万米
ドル（前年比 2 ％減）、2 位は英国勅許
公認会計士協会の1.4百万米ドル（ 6 ％
増）、3 位はイングランド・ウェールズ勅許
会計士協会の1.3百万米ドル（ 4 ％増）
で、日本公認会計士協会は 8 位の0.8
百万米ドル（11％減）となる予定である。
当協会の大幅減の理由は、2017年まで
計算式で定められたある条件によってか
さ上げされていたものが該当しなくなった
ことと、為替レートの影響が主な要因であ
る。
　年会費の計算式については、2014年
9 月に当計算式がIFAC総会で承認さ
れた際、適用から 3 年目（2017年）に見
直すことが約束された。見直す主な項目
としては、各加盟団体の収入を基礎とし

た金額に乗じるパーセンテージ、かさ上げ
する場合の条件、最低年会費額、移行
期間の取扱いである。計画・財務委員会

（PFC）は、これらの項目を検討し、現在、
35団体に適用されている最低年会費額
5 千米ドルを 6 千米ドルか 7 千米ドルに
引き上げるという点以外は、現行のまま
で変更が必要ないとの判断をしている。
今後、提示された2018年の年会費予備
案などを基に、ボード・メンバーや加盟団
体からフィードバックを受けて、さらに検討
を進める予定である。

4 ．指名委員会議長からの報告
　指名委員会議長であるIFAC会長か
ら、2018年に就任する基準設定審議
会、理事会、委員会のメンバーの選任状
況について報告があった。2016年11月
に募集を開始し、2017年 2 月に申込み
を締め切った、国際監査・保証基準審議
会（IAASB）、国際会計士倫理基準審
議会（IESBA）、国際会計教育基準審
議会（IAESB）及び国際公会計基準審
議会（IPSASB）の立候補者について、
2017年 4 月の指名委員会にて、面接対
象者を選考したとのことである。面接対
象者は、2017年 5 月下旬から 7 月中旬
の間に、指名委員会の指名されたメン
バーと審議会の議長による電話での面接
を受けることになっている。次回、2017
年 7 月の指名委員会にて、面接の結果を
レビューし、推薦者を決める予定である。
5．その他
・ 　第20回世界会計士会議が2018年

11月 5 日から 8 日にかけてシドニーで
開催されることにつき、オーストラリア・
ニュージーランド勅許会計士協会の専
務理事からPRが行われた。IFAC会
長はオーストラリア出身で、地元で開催
される世界会計士会議において会長
の任期を終え、次期会長に交代するこ
とになる。
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・ 　I A A S B、I E S B A、I A E S B及び
IPSASBのそれぞれの議長から、主要
な活動状況のアップデートと関連する
課題について説明があった。これは毎
年 1 回行われている。

・ 　南北アメリカ会計士連盟及び全アフ
リカ会計士連盟のそれぞれの会長か
ら、この 1 年間の活動状況についてアッ
プデートがあった。どちらも、各加盟団
体の開発支援に注力しているとのこと
である。

・ 　次回の理事会は、2017年 9 月 7 日、
8 日にニューヨークのIFAC本部にて
開催される予定である。

（IFAC理事会ボード・メンバー
染葉真史）

＜注＞

1  　日本、米国（１団体から２名）、英国

（３団体から２名）、アイルランド、ド

イツ、フランス、ノルウェー（北欧諸国

代表）、カナダ（１団体から２名）、ブ

ラジル、オーストラリア（２団体から

会長のほか１名）、中国、香港、イン

ド、韓国、インドネシア、トルコ、南アフ

リカ、ナイジェリア、ジャマイカの各団

体の代表から構成される。

2  　MGは、証券監督者国際機構、監

査監督機関国際フォーラム、バーゼ

ル監督委員会、欧州委員会、財政安

定理事会、保険監督者国際機構及び

世界銀行の代表から構成され、IFAC

の基準設定などの公益活動を監視す

る公益監視委員会（PIOB：Publ ic 

Interest Oversight Board）のメン

バーを任命し、監視する役割を担って

いる。

3  　現行の基準設定モデルは、2003

年のIFAC改革提案及び2008年に

合意されたMG憲章に基づいて確立

されたものである。現行のモデルにつ

いては、PIOBが2015年 9月15日に

発 行し た 英 文 文 書「Standard 

Setting in the Public Interest: a 

Description of the Model（公益

における基準設定：当モデルの解説）」

（http://www.ipiob.org/media/

f i l e s / a t t a c h / S S - M o d e l -

Description-doc-Sept-15.pdf）

に詳しい。
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